
１．雨竜町の交付限度額 （単位：千円）

２．交付金事業
Ａ

Ｂ G

C D F E

補助対象
事業費

国庫補助
額

交付対象
経費

起債額 その他

117,761 117,761 0 99,633 0 18,128 0

1
消費活性化事業（生活支
援・R4予算分）

R4.5.27 R5.2.10 18,885 18,885 18,881 4

①コロナ禍における物価高騰等による生活困窮者支援および地域活性化を目的に商品
券を配布する。
②商品券10,000円分×2,220人-戻入217,000円、業務委託費511,266円（事務取扱手数
料333,000円、印刷費178,266円）、郵送料382,950円（925世帯×414円）
③令和4年4月末現在人口、国のR4予算活用分として総事業費22,878千円のうち18,885
千円を計上、一般財源4千円充当
④全町民

全町民の95％以上が利用し、地域
経済の活性化を推進することができ
た。

2
消費活性化事業（生活支
援・R3予算分）

R4.5.27 R5.2.10 3,993 3,993 3,990 3

①コロナ禍における物価高騰等による生活困窮者支援および地域活性化を目的に商品
券を配布する。
②商品券10,000円分×2,220人、業務委託費511,266円（事務取扱手数料333,000円、印
刷費178,266円）、郵送料382,950円（925世帯×414円）
③令和4年4月末現在人口、国のR3予算活用分として総事業費22,878千円のうち3,993
千円を計上、一般財源3千円充当
④全町民

全町民の95％以上が利用し、地域
経済の活性化を推進する

3
商工業者緊急対策給付
金交付事業

R4.5.27 R5.3.31 14,000 14,000 14,000 0

①コロナ禍における原油価格・物価高騰による影響を受けている事業者支援を目的に
給付金を交付
②③法人事業者20万円×31件、個人事業者10万円×29件、宿泊業飲食店加算20万円
×8件、従業員加算（10人以上）10万円×4件、従業員加算（5人以上）5万円×7件、車両
加算（11台以上）15万円×5件、車両加算（6台～10台）10万円×6件、車両加算（2～5
台）5万円×24件
④町内事業者

影響を受けている町内事業者へ交
付し、特に影響を受けている宿泊業
飲食店には、加算分を交付すること
で、事業継続の一助となった。

4
感染症対策事業（備品購
入）

R4.4.1 R5.3.31 8,250 8,250 8,000 250

①窓口業務におけるコロナ感染防止、行政のスマート化推進のためタブレットを購入す
る。合わせて通信環境を整備する
②③ノート型PC（タブレット）544万7千円（38台）、Wi-Fi環境設備一式280万3千円、一般
財源250千円充当
④役場庁舎窓口

窓口対応用として備品導入すること
で、対応時間が削減され感染防止対
策が強化され感染防止に大きく寄与
することができたとともに行政のス
マート化が図ることができた。

5
消費活性化事業（電子マ
ネー分）

R4.4.1 R5.3.17 7,489 7,489 4,500 2,989

①新型コロナウイルス感染症、物価高騰等による個人消費減少で影響を受けている商
工業者を応援するため、町内加盟店で使用可能なカードに現金チャージ分にポイントを
付加する。カード利用により接触を減らすことも図られる。
②③1万円×25％×2,955人（1人4万円上限に25％ポイント付加）、一般財源2,888千円
充当（うち道補助2,802千円）
④町民

地域経済が低迷し、売上が減少する
事業者の利用が増加する
電子マネーで買い物をすることによ
り、感染対策が図られた。経済効果：
50,000千円

7
新しい生活様式に対応し
た店づくり応援事業

R4.4.1 R5.3.31 1,137 1,137 1,100 37

①新型コロナウイルス感染症予防対策をする町内事業所における改修工事、備品購入
費の一部を支援する。
②町で定める補助対象経費の一部
③補助対象経費の2分の1補助（下限5万円、上限100万円）対象額227万4千円×0.5、
一般財源37千円充当
④町内商工業者

感染対策への支援により、事業者と
して予防対策の強化が図られた。。
設置事業者におけるクラスター発生
が減少することができた。

8
商工業者持続化応援応
援給付金事業

R4.4.1 R5.3.31 17,500 17,500 15,000 2,500

①新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者への活動維持
及び継続のための給付金を交付する
②③法人事業者50万円×23件、個人事業者30万円×20件、一般財源2,500千円充当
④町内商工業者

事業者の８割以上が対象と見込ま
れ、支援により事業継続の一助とな
る

9 観光誘客促進事業 R4.4.1 R4.12.31 1,025 1,025 1,000 25

①新型コロナウイルス感染症により、観光客等が減少し影響を受ける宿泊業及び商工
業の活性化を目的に宿泊助成と町内で使用できる商品券を配布する
②③町内宿泊施設（3施設）を利用する方へ1泊あたり3千円を助成（2泊まで）、及び宿泊
者へ町内商工業加盟店で使用できるクーポン券を配布する
宿泊助成3,000円×244名、クーポン券500円×483名、業務委託料46,860円、一般財源
25千円充当
④町内宿泊施設利用者

宿泊業の利用増加が図れた。また、
地域商品券の配布による利用にて、
2割程度の消費増を図ることができ
地域振興が図られた。

10
感染対策備品購入費負
担金（消防団）

R4.4.1 R5.3.31 5,720 5,720 800 4,920

①コロナ禍における消防団員の感染対策のため防火衣を個人対応とするもの。（広域消
防本部による予算計上のため負担金として支出）
②③104,000円×50組×1.1、一般財源4,920千円充当
④雨竜消防団員

団員（47名及び予備3）の全てに個人
用として装備され、感染のリスクが大
幅に解消された。

11
感染対策備品購入費負
担金（消防本部）

R4.4.1 R5.3.31 136 136 100 36

①消防本部指令室におけるコロナ感染防止を目的に、指令台ヘッドセットを共有から職
員個々に変更するもの
②③2,434千円（55組）×5.596％（雨竜町負担）、一般財源36千円充当
④消防職員

該当する職員55名全てに装備され、
感染リスクが大幅に解消された。

12
換気対策用備品購入事
業

R4.4.1 R4.7.8 66 66 65 1
①コロナ感染防止対策として学校の換気のため網戸を購入し設置するもの
②③22,000円×3枚、一般財源1千円充当
④小中学校

校舎の必要とされる窓すべてに網戸
が設置されることができ、換気機能
が向上し施設内でのクラスターの発
生が減少した。

13
モバイルWi-Fiルーター通
信料支援事業

R4.4.1 R5.3.24 991 991 700 291

①コロナ禍における在宅学習において光回線対応となっていない地域児童宅へのWi-Fi
機器通信料を支援するもの（感染症対策としてのオンライン環境整備）
②③3,003円×25契約×12ヶ月×1.1、一般財源291千円充当
④小学校児童及び中学校生徒

オンライン環境が整備され、学習に
おける格差が解消することができ
た。合わせてクラスターの発生が減
少した。

14
オンライン学習通信費補
助事業

R4.4.1 R5.1.18 746 746 700 46

①コロナ禍におけるオンライン学習に対応するため通信料の一部を助成するもの（感染
症対策としてのオンライン環境整備）
②③1,100円×78世帯×9ヶ月、事業費は利用減3.5％を見込算出、一般財源46千円充
当
④小学校児童及び中学校生徒

オンライン環境が整備され、学習に
おける格差が解消することができ
た。合わせてクラスターの発生が減
少した。

15
バス路線事業継続支援
事業

R4.4.1 R5.3.31 373 373 370 3

①新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者へ、活動の維持及び継続
のため支援金を交付
②③49,800（1kmあたり）×7.5km（町内距離）、一般財源3千円充当
④国の補助を受ける町内を通過する路線バス事業者

影響を受けている事業者へ支援する
ことで、民間直営で運行する唯一の
公共交通24便を維持することができ
た。

16
うりゅう農業後継者未来
応援金事業

R4.4.1 R5.3.31 1,900 1,900 1,500 400

①農林水産業へのコロナ禍における新たな投資促進・労働力（人材）確保を目的に、就
農支援・機械助成・資材費への助成するもの
②③3名190万円（上限150万円×4名）、一般財源400千円充当
④町内農業後継者等

対象者が地域定着へ一躍を担うこと
ができた。コロナ禍による影響で事
業継続に影響がでている１次産業で
の人材確保・育成が図られた。

17
高齢者世帯等生活支援
事業

R4.9.6 R5.1.25 4,431 4,431 2,125 2,306

①コロナ禍における原油価格の高騰等による光熱水費や食費等の負担増の影響が大
きいことから支援金を交付するもの
②③364世帯×12,000円、郵便料364世帯×84円、振込手数料363世帯×110円、一般
財源2,306千円充当（道補助2,184千円含）
④非課税の高齢者世帯及び障がい者世帯（生活保護世帯含）

コロナ禍における原油価格等の影響
を受ける低所得者等へ支援給付す
ることにより負担軽減を図ることがで
きた。

18
消費活性化事業（生活支
援・R3予算分）追加措置

R4.11.28 R5.3.31 9,308 9,308 8,829 479

①コロナ禍における物価高騰等による生活困窮者支援および地域活性化を目的に商品
券を配布する。（追加支援）
②商品券5,000円分×2,180人（戻入221,000円、業務委託費306,181円（事務取扱手数
料163,500円、印刷費142,681円）、郵送料372,232円（898世帯×414円+460円）
③令和4年4月末現在人口、事業No19と同一事業で、国のR3予算活用分として総事業
費11,358千円のうち9,308千円を計上、一般財源478千円充当
④全町民

全町民の95％以上が利用し、地域
経済の活性化を図ることができた。

19
消費活性化事業（生活支
援・R4予算分）追加措置

R4.11.28 R5.3.31 2,050 2,050 2,000 50

①コロナ禍における物価高騰等による生活困窮者支援および地域活性化を目的に商品
券を配布する。（追加支援）
②商品券5,000円分×2,180人（戻入221,000円）、業務委託費306,181円（事務取扱手数
料163,500円、印刷費142,681円）、郵送料372,232円（898世帯×414円+460円）
③令和4年4月末現在人口、事業No18と同一事業で、、国のR4予算活用分として総事業
費11,358千円のうち2,050千円を計上、一般財源50千円充当
④全町民

全町民の95％以上が利用し、地域
経済の活性化を図ることができた。

20
医療・介護施設等物価高
騰支援事業

R4.11.28 R5.3.31 300 300 300 0

①町内の医療機関、介護施設、障害福祉サービス施設については、コロナ禍における
原油価格の高騰等による光熱水費や食費等の負担増の影響が大きいことから支援金
を交付するもの
②③3事業所（施設）×100,000円、一般財源充当なし
④町内の医療機関、介護施設、障害福祉サービス施設

影響を受ける該当施設に支援するこ
とで持続的な施設運営の一助となっ
た。

21 肥料価格高騰対策事業 R4.11.28 R5.3.31 12,169 12,169 9,500 2,669

①コロナ禍における原油価格の高騰等による肥料価格高騰対策として支援金を交付す
るもの（国・道の支援対象外の農業者負担分を対象）
②③1,947トン×6,250円、一般財源2,669千円充当
④町内農業者

農業者負担に対する基準額の約7割
に国からの支援がされるが約2割を
この事業での支援により事業継続の
一助となった。
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22
中小企業エネルギー価
格高騰対策支援事業

R4.11.28 R5.3.31 3,546 3,546 3,000 546

①コロナ禍における原油価格の高騰等による町内商工事業者を対象に影響緩和を目的
に支援金を交付するもの
②③法人事業者100千円×25件、個人事業者50千円×20件、一般財源546千円充当
④町内商工業者（中小企業）

対象事業者の9割以上への支援する
ことができ事業継続の一助となるこ
とができた。

23 学校給食費負担事業 R4.4.1 R5.3.31 3,746 3,746 3,173 573

①コロナ禍における物価高騰等による影響を受ける小中学生世帯への負担軽減を目的
に給食費の一部（約6割）を負担するもの
②③小学生16,659食×155円、中学生6,577食×173円＋177食×144円、一般財源573
千円充当（小中学生世帯を対象とし教職員は除く）
④小中学生

該当する全家庭に100％支援するこ
とで、高騰する生活費の支援に繋が
ることになった。


